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開会 午前９時３０分 

 

○副議長（高橋充德君） 

  ただいまの出席議員は１３名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２８

年第４回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  報道関係者から撮影の申し出があります。

町長挨拶の部分までについて撮影を許可し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、準備等の間、暫時休憩をいた

します。 

（午前９時３１分 休憩） 

（午前９時３３分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、おはようございます。 

  議長から発言のお許しがございましたの

で、一言御挨拶申し上げます。平成２８年

第４回豊能町議会定例会の開会に当たり、

一言御挨拶申し上げます。 

  まずは、昨夜メールでもお伝えいたしま

したとおり、昨夜、余野の自治会館におき

まして緊急の総会を開催いただきました。

議題は、廃棄物の仮置き場についてという

ことでございまして、ここで御説明を差し

上げまして、午後の７時から１０時ごろま

でと長時間にわたり開催いただきました。

その中で、仮置き場を置くことについて厳

しい御意見もございましたけれども、最終

的には豊能町のために苦渋の決断をいただ

き、本当に余野の皆様の御理解と御協力に

感謝いたします。場所は旧の双葉保育所の

建屋内及びその周辺の町有の倉庫などとい

うことで、建屋内を中心に保管するといっ

たことでございます。期間につきましては

２カ月ということでございます。本当に町

民の皆様には、また議員の皆様には御心配

をおかけいたしましたけれども、余野の皆

様の御理解と御協力によりまして、一応、

２カ月ではございますけれども、仮置き場

が決まりましたことを御報告いたします。

ありがとうございました。 

  さて、本日議会に提案させていただく案

件は、条例制定１件、条例改正１件、決算

認定８件、補正予算４件、その他１件、報

告２件の合計１７件でございます。よろし

く御審議いただき御決定賜りますことをお

願い申し上げまして、簡単ではございます

けれども挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  発言が終わりました。 

  この際、カメラ退出ありますので暫時休

憩をいたします。 

（午前９時３５分 休憩） 

（午前９時３７分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、会期期間中に

おける写真撮影の申し出があります。申し

出どおり、写真撮影を許可することに異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。 



 

 1－5 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２７条の規定により、１１番・福岡邦

彬議員及び１２番・高尾靖子議員を指名い

たします。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１６日

までの２２日間といたしたいと思います。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から９月１６日ま

での２２日間と決定いたしました。 

  日程第３「第４号報告 平成２７年度豊

能町一般会計予算継続費精算報告書報告の

件」の報告を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４号報告、平成２７年度豊能町一般会

計予算継続費精算報告書報告の件について

御説明申し上げます。 

  議案書の１ページをお開き願います。 

  本件は、地方自治法施行令第１４５条第

２項の規定により報告するものでございま

す。 

  ２ページをお開き願います。 

  款９・消防費、項１・消防費の消防庁舎

新築移転工事事業でございますが、平成２

４年度から２７年度の４カ年事業、総額３

億3,３８３万1,０００円の計画として平成

２４年度の当初予算において計上いたしま

した。 

  事業の実績は、総額２億6,１１２万8,１

００円で、当初の計画と比較いたしますと7,

２７０万2,９００円の減となっております。 

  特定財源は箕面市からの負担金が8,２５

５万5,１３０円、公共施設整備基金の取り

崩しが１億7,８２３万1,０００円で、残り

の３４万1,９７０円を一般財源として支出

しております。 

  報告は以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第４「第５号報告 教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

結果に関する報告の件」の報告を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  第５号報告、教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価の結果に関す

る報告の件について御説明申し上げます。 

  議案書の３ページ及び別紙を御参照くだ

さい。 

  本件は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項の規定に基づき、

教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、報告す

るものでございます。 

  点検評価につきましては、平成２７年度

に教育委員会において執行した事務事業の

うち、教育委員会事務局の目標設定により

重点的に取り組んだものについて行うこと

を基本とし、１２項目について点検評価を

行ったものを調書としてまとめたものでご

ざいます。 

  重点的に取り組んだ主な事業としまして

は、小中一貫教育推進事業、小学校・中学

校の給食委託事業、学校教育充実事業、子

育て支援事業、生涯学習・生涯スポーツ事

業、青少年の健全育成事業、図書館運営事

業などでございます。 

  今後は、それぞれの事務事業について行
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った点検評価の内容や、学識経験者からい

ただいた御意見・御要望などを踏まえ、さ

らなる教育施策の充実に取り組んでまいり

たいと思っております。 

  なお、この報告書は町のホームページ等

で公表してまいります。 

  以上、簡単ですが第５号報告の御説明と

させていただきます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第５「第２号諮問 人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それでは、第２号諮問、人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについてを御

説明申し上げます。 

  議案書の４ページをお開き願います。 

  本件は、人権擁護委員の退任に伴う、同

委員の候補者の推薦に際し、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見

を求めるものでございます。 

  御意見を求める方の御住所は、大阪府豊

能郡豊能町東ときわ台５丁目９番地の１９、

お名前は米田暁美さん。生年月日は、昭和

３７年１２月１９日でございます。 

  米田さんは、短期大学御卒業後、能勢町

立田尻小学校の講師、豊能町立吉川中学校

の学校支援コーディネーターや教育委員会

の放課後児童クラブ活動コーディネーター

などをお務めになり、また、ボランティア

連絡会会長や青少年指導員会副会長など、

地域での活動も活発になさっておられ、広

く社会に通じ、人権擁護について深い理解

をお持ちの方と存じます。 

  なお、任期は、平成２９年４月１日から

３年間でございます。御審議いただき御意

見賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○副議長（高橋充德君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  ちょっと、暫時休憩します。 

（午前９時４４分 休憩） 

（午前９時４７分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  福岡議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  この件の、どなたの後任ということで、

前任者はいらっしゃいますか。ということ

は前回、私、覚えてんのは、旧の方で亡く

なった方おられますのでね。それも２カ月

以上前になりますので。その方ですか。そ

れとも新しく切れた方ですか。この点につ

いてお答え願えますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  今現在、欠員となっておられる方でござ

います。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現在、欠員となっておられる方で、亡く

なられて欠員となっておられる方でござい

ます。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  ほかにございますか。 

  福岡議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そしたら、欠員やったら補充するの、何

で来年４月１日ですか。 
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○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  今議会で推薦をいただきまして、１月、

３カ月程度、市町村長から法務大臣宛に推

薦をいたします。そしたら、その後、法務

大臣から弁護士会とか大阪府連へ意見照会

をされて、この回答までに３カ月程度を要

します。それから弁護士会から大阪府連の

ほうにもまた決裁が回りまして、それでよ

うやく推薦がいただけるということなので、

１２カ月程度それに要することになります

ので、今回。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  ということなので、今回、推薦をいただ

くことになりました。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  その説明というのは、皆が納得するよう

な説明していただけませんか。１年かかっ

てどうやってやりまんねんな。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  僕は補充やったら、補充としたらきちん

と、１年もかけて身体検査するなんて普通

あり得ないじゃないですか。そうでしょう。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  例えばでございますが、市町村長への推

薦依頼は、任期満了前、１２カ月前にござ

います。それで、市町村長の、なので、７

月委嘱の場合には前年７月には市町村長の

ほうに、町長のほうに推薦依頼がございま

して、そのスケジュールに乗るためには、

人選で時間がかかりましたので、６月議会

には間に合いませんでしたけれども、今議

会で推薦をお願いすることになりました。 

○副議長（高橋充德君） 

  ほかにございますか。 

  橋本議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、今言うてはった、欠員になった方

の穴埋めで今回選ばれたという話と、その

１２カ月前にせなあかんという話とは全然

その関係がようわからへんねんけど。亡く

ならはったんは、あれ６月やったんか。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  ７月やったな。７月やということでいけ

ば、もともとそれは、今回の欠員になる方

が任期満了を迎えようとしてた方なんです

か。というのと、その今の１２カ月という

のとが全然わかれへんねんけど、その辺も

うちょっとわかるように説明してもらえま

せん。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  失礼いたしました。 

  例えば、先ほど申し上げたのは、例えば

ということでございました。今回の場合に

は、６カ月程度時間をゆとりを見る必要が

あります。それは何かというと、先ほど申

し上げたように、町長の推薦が、推薦が依

頼が、町長のほうの法務大臣への報告に対

して６カ月程度要するわけですので、６月

の議会には間に合いませんでした。申しわ

けなかったですけど人選等の関係で間に合

いませんでしたけれども、６月を見送り、

９月の議会でこのように推薦をいただき、

６カ月程度を要し、来年の４月からの任期
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ということになります。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、そうじゃなくて、もともと７月末

で亡くならはった方が、たまたまその人が

任期満了を迎えてたと。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  ４月か。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  ４月に亡くならはった方が、もともとそ

の方がもともと任期を満了する予定やって、

その人ともともとかわる予定やったからと

いう話やったらわかるけども、その辺が全

然、つじつまがわからへんねん。何がどう

でどうなんかと。今回、欠員になったから

補充するのか、もともと任期満了になるか

ら補充するのか、そこらも含めて、もうち

ょっとわかるように説明をしてくれへんか

ということです。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  今言うてるのは何かわからへんねん。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  そうそう、さっき言うてたけども、もと

もと１２カ月言うてたのが、今さっきの説

明では６カ月いう話になったりとかいうの

があるから、その辺もうちょっとわかりや

すい説明してくれません。僕にでもわかる

ように。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど申し上げたように、例えばと申し

上げたので、一つの例として、任期満了の

場合には、任期満了１２カ月前から推薦を

依頼すること、町長に対して推薦を依頼す

ることになるというように、一番最初に申

し上げたように、１２カ月を要するという

のは、任期満了１２カ月前には町長に推薦

依頼があるということでございまして、そ

れは一つの例でございます。今の場合には

欠員でございますので、先ほど申し上げた

ように、３カ月の法務大臣の、法務大臣に

推薦して、その後３カ月程度の弁護士会へ

の照会等の時間を要するので、６カ月程度

は時間を要するということなので、６月議

会には推薦を申し上げられなかったですけ

れども、９月議会で推薦を申し上げ、６カ

月程度の時間を要し、来年４月からの任期

となるということでございます。よろしく

お願いいたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ほなもともとはこれ任期関係なく、御逝

去された方がおられて、本来それを欠員を

早く埋めたかったけども６月には出せずに

今回９月になってしまったと。それが最短

で見ても次４月１日にしか決められへんと

いうことでいいんですか。それなのか、そ

の方の任期がもともと４月１日やったのか。

そこだけ最後お聞きします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  前任の方は平成２７年７月１日から３０

年６月３０日までの任期でした。その欠員

に対する推薦に一定の時間を要するので、

今回の推薦をお願いすることになりました。 

  以上です。 
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○副議長（高橋充德君） 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり適任と認めること

に賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○副議長（高橋充德君） 

  起立全員であります。 

  よって、第２号諮問は、原案のとおり適

任と認められました。 

  日程第６「第２６号議案 豊能町旧吉川

財産区基金条例制定の件」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第２６号議案、豊能町旧吉川財産区基金

条例制定の件について御説明申し上げます。 

  議案書の５ページをお開き願います。 

  本件は、吉川財産区の解散に伴い、財産

区の基金を町会計に繰り入れ、吉川、とき

わ台、光風台、東ときわ台及び新光風台の

区域における住民の福祉の増進を図るため

の事業に要する経費の財源に充てることを

目的として、豊能町旧吉川財産区基金を設

置するため、条例を制定するものでござい

ます。 

  それでは、条例の概要について御説明申

し上げます。６ページをお開き願います。 

  第１条は、ただいま申し上げました設置

目的を定めております。 

  第２条から第５条は、ほかの基金と同様、

積立額、基金の管理、運用益の処理、繰り

かえ運用について規定しております。 

  第６条は処分でございますが、この基金

は第１条の事業に必要な財源に充てる場合

に限り処分することができると規定してお

ります。 

  最後に附則としまして、この条例は公布

の日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第７「第２７号議案 豊能町指定地

域密着型サービス及び指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例改正の件」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２７号議案、豊能町指定地

域密着型サービス及び指定地域密着型介護

予防サービスの事業人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例改正の件につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

  地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律による介護保険法の改正に伴い、

新たに地域密着型サービスとして地域密着

型通所介護が創設されたため、所要の規定

の整備を行うものでございます。 

  改正の内容でございますが、本条例につ

いては、サービス提供記録の保存期間を厚

労省令の規定にかかわらず大阪府が基準と

する５年間と定めており、新たに創設され

た地域密着型通所介護についても同様とす

るため、これについて該当する同省令の条

項を追加するもので、第３条第１項中第１

７条第２項の次に第３６条第２項、第４０
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条の１５第２項を加えるものでございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するものとし、この条例

の施行日以後に整備対象となる記録及び同

日前に保存期間が満了していない記録につ

いて適用するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議を賜り

御決定くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第８「第２８号議案 平成２８年度

豊能町一般会計補正予算の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第２８号議案、平成２８年度豊能町一般

会計補正予算の件について御説明申し上げ

ます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  平成２８年度豊能町一般会計補正予算

（第２回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額に１億4,１４０万5,０００円を

増額し、総額を６５億7,８９５万3,０００

円とするものでございます。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、２ページ及び３ページの「第１表 

歳入歳出予算補正」に記載のとおりでござ

います。 

  それでは、今回の補正内容について、ま

ず歳出から御説明申し上げます。 

  １０ページをお開き願います。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の７、基金管理事業でござ

いますが、第２６号議案で御説明申し上げ

ました豊能町旧吉川財産区基金条例に基づ

き、吉川財産区からの繰入金を基金に積み

立てるものでございます。 

  次に、目９・電子計算費の３．住民情報

化推進事業と、款３・民生費、項１・社会

福祉費、目１・社会福祉総務費の２．国民

健康保険特別会計事業勘定繰出金事業及び

１０．障害者福祉事務事業、さらに１１ペ

ージの目２・老人福祉費の３．介護保険特

別会計事業勘定繰出金事業の４事業につき

ましては、いずれも社会保障税番号制度シ

ステム整備に係る費用で、情報ネットワー

クシステムを介した情報照会及び情報提供

に係る運用テストを実施するものでござい

ます。 

  款４・衛生費、項１・保健衛生費、目

２・予防費の３．予防接種推進事業でござ

いますが、法律の改正に伴い、本年１０月

１日より、１歳までの子どもに対しＢ型肝

炎ワクチンの予防接種が義務づけられたこ

とによるものでございます。 

  款９・消防費、項１・消防費、目２・非

常備消防費の１．消防団活動事業でござい

ますが、吉川消防分団車庫及び詰所移転候

補地の土地鑑定料でございます。 

  １２ページをお開き願います。 

  款１０・教育費、項２・小学校費、目

１・学校管理費の２．小学校管理事業でご

ざいますが、吉川小学校及び光風台小学校

への登下校ミマモルメ導入に係る負担金で

ございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  ７ページへお戻り願います。 

  款１４・国庫支出金、項１・国庫負担金、

目１・民生費国庫負担金でございますが、

障害者医療費における平成２７年度事業分

の精算に伴う歳入でございます。 

  次に、項２・国庫補助金、目１・総務費

国庫補助金でございますが、歳出のところ

で御説明申し上げました、社会保障税番号

制度システム整備に係る費用に対する国庫
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補助金でございます。 

  ８ページをお開き願います。 

  款１５・府支出金、項１・府負担金、目

１・民生費府負担金でございますが、自立

支援医療における平成２７年度事業分の精

算に伴う歳入でございます。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整のため減額する

ものでございます。 

  目５・旧吉川財産区基金繰入金でござい

ますが、歳出で御説明申し上げました吉川

消防分団の移転候補地の土地鑑定料に充て

るため、基金を取り崩すものでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  項２・特別会計繰入金、目１・介護保険

特別会計事業勘定繰入金でございますが、

過年度事業の精算に伴う繰り入れでござい

ます。 

  項３・財産区繰入金、目１・吉川財産区

繰入金でございますが、吉川財産区が解散

したことによる繰入金でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第９「第２９号議案 平成２８年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正

予算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２９号議案、平成２８年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正

予算の件につきまして、提案理由の説明を

いたします。 

  今回の補正は、社会保障税番号制度シス

テム整備に係る費用によるものでございま

す。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ１０４万4,０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ３４億8,０３８万9,

０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出より説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開きく

ださい。 

  款１・総務費、目１・一般管理費の１０

４万4,０００円は、社会保障税番号制度シ

ステム整備に係る費用によるものでござい

ます。 

  続いて、歳入の説明を申し上げます。 

  ５ページをお開きください。 

  款８・繰入金、目１・一般会計繰入金１

０４万4,０００円は、歳出のところで説明

を申し上げました社会保障税番号制度シス

テム整備に係る費用全額を一般会計から繰

り入れるものでございます。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１０「第３０号議案 平成２８年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３０号議案、平成２８年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算の件につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正は、平成２７年度の介護保険

給付費負担金等の精算により、国府等への

償還金及び社会保障税番号制度システム整

備に係る費用によるものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ4,０３６万9,０００円を増額し、歳入歳
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出予算の総額をそれぞれ２０億3,５３２万6,

０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出より説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書７ページをお開きく

ださい。 

  款１・総務費、目１・一般管理費の１２

９万円は、社会保障税番号制度システム整

備に係る費用でございます。 

  続きまして、款７・諸支出金、項１・償

還金及び還付金、目２・国府等支出金償還

金の2,０４４万8,０００円は、平成２７年

度の介護保険事業における給付実績等の精

算により、国府等へ償還を行うものでござ

います。 

  また、８ページの同款の項２・繰出金、

目１・一般会計繰出金の1,８６３万1,００

０円は、同じく２７年度の介護保険事業に

おける給付実績等の精算により一般会計に

繰り戻すものでございます。 

  次に、歳入の説明をいたします。 

  ６ページをお開きください。 

  款７・繰入金、項１・一般会計繰入金１

２９万円は、歳出のところで説明を申し上

げました社会保障税番号制度システム整備

に係る費用全額を繰り入れるものでござい

ます。 

  款９・繰越金の3,９０７万9,０００円は、

事業費の精算の財源とするものでございま

す。 

  説明は以上です。御審議をいただき御決

定賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１１「第３１号議案 平成２８年

度豊能町下水道事業特別会計補正予算の

件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  おはようございます。 

  それでは、第３１号議案、平成２８年度

豊能町下水道事業特別会計補正予算（第１

回）につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条で、歳入歳出予算補正につきまし

ては、既定の歳入歳出予算の総額からそれ

ぞれ２１６万6,０００円を増額し、歳入歳

出それぞれ４億4,２２３万7,０００円とす

るものでございます。 

  今回の補正予算につきましては、各地域

に設置しておりますマンホールポンプの運

転管理を行っております業務用パソコンが

故障したため、ソフトウエアを含む業務用

パソコンの更新を行うものでございます。 

  それでは、歳出より御説明申し上げます。

６ページをお開き願います。 

  款１・下水道費、項２・下水道整備費で、

２１６万6,０００円の増額でございます。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。５ページをお開き願います。 

  款６・繰越金、項１・繰越金で２１６万6,

０００円を増額するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議賜りまして御決定いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１２「第１号認定 平成２７年度

豊能町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中会計管理者。 

○会計管理者（今中泰行君） 

  それでは、第１号認定、平成２７年度豊

能町一般会計歳入歳出決算の内容につきま

して、概要を述べ、提案説明とさせていた

だきます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別冊の監査委員
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の決算審査意見書をつけまして議会の認定

に付するものでございます。 

  それでは、平成２７年度大阪府豊能郡豊

能町一般会計特別会計歳入歳出決算書の一

般会計歳入歳出決算書をお開き願います。 

  ５ページでございます。 

  歳入合計は、６８億8,４９８万5,８８０

円、歳出合計は６５億3,４４７万1,９３９

円で、差引残高は３億5,０５１万3,９４１

円でございますが、６月議会で御報告しま

したとおり、繰越明許費と継続費の予算繰

越により、翌年度へ繰り越すべき額、これ

は一般財源分で4,１１１万3,７４２円を差

し引きました再差し引き後の実質収支額は

３億９４０万１９９円の黒字となり、翌年

度へ繰り越すものでございます。 

  まず歳入でございます。６ページから御

説明申し上げます。 

  平成２７年度一般会計、申しわけござい

ません、８ページでございます。平成２７

年度一般会計歳入合計は、８ページの最下

段の欄に記載されてございます。収入済額

は６５億8,４９８万5,８８０円で、前年度

比5.３％増、３億4,６９４万2,３７６円の

増となっております。予算現額に対しまし

て９7.５％の収入率となっており、前年度

と比較して1.６％の減でございます。なお、

不納欠損額は２１３万8,２３３円、収入未

済額は２億1,０５７万3,４４９円となって

おります。 

  歳入の主なものとしましては、まず６ペ

ージの款１・町税でございます。決算額は

１９億5,２４５万6,４４６円で、前年度と

比べマイナス5,８６９万7,５６３円、率に

しまして2.９％の減となっており、単年度

の町税の減少傾向は昨年度同様続いており

ます。これは、主に個人町民税の減収に伴

うものでございます。歳入の款別構成比率

は２8.４％でございます。 

  次に、款６・地方消費税交付金の決算額

３億5,４２１万円で、前年度と比べ８7.

４％の増加でございます。これは、社会保

障財源交付金の増加によるものでございま

す。 

  次に、７ページ款１０・地方交付税でご

ざいます。決算額は２２億4,１５７万2,０

００円で、前年度と比べ２億1,０９１万8,

０００円の増加、率にして１0.４％の増と

なっています。歳入の款別構成比率は３2.

６％で、町税収入総額を上回る大きな歳入

となっております。 

  次に、款１４・国庫支出金でございます

が、決算額は４億9,４７１万9,７５８円で、

前年度と比べ２８％の増となっております。

これは、道路・橋等社会資本整備や学校施

設環境改善に係る国庫補助金、また地域活

性化に係る交付金の増加によるものでござ

います。 

  次に、款１５・府支出金でございますが、

決算額は４億2,３９６万4,６２８円で、前

年度と比べマイナス３％、1,２９１万６７

２円の減となっております。歳入の款別構

成比率は6.２％となっております。 

  次に、８ページでございます。款１８・

繰入金でございます。基金繰入金は、マイ

ナス１億8,５１５万8,４０６円の減額で、3,

８９６万7,８９１円となっております。 

  最後でございますが、款２１・町債でご

ざいますが、決算額は５億5,１２２万7,０

００円で、前年度と比べ1.４％の減となっ

ております。歳入の款別構成比率は８％と

なっております。 

  以上が歳入の主なものでございます。 

  続きまして歳出を御説明申し上げます。 

  ９ページからお願いいたします。 

  まず、１１ページでございますが、最下

段の支出済額は、６５億3,４４７万1,９３

９円で、前年度比5.６％の増、３億4,４０
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４万6,９４５円の増となっております。予

算現額に対する執行率は９2.５％となって

おりますが、翌年度繰越額が２億6,２７６

万7,９１９円で、不用額は２億6,６０２万3,

１５８円と、前年度より１億１１８万4,３

１８円上回っております。 

  歳出の主なものでございます。 

  ９ページからでございます。款２・総務

費でございます。決算額１２億9,３２０万3,

７１５円で、執行率は９6.２％でございま

す。前年度比6.９％の増となっております。

この費目においては、基金管理事業、それ

から吉川支所庁舎管理事業、住民情報推進

化事業等が増額要因となったところでござ

いますが、庁舎等管理事業、普通財産管理

事業、防災対策事業、防犯等事務事業等が

主な減額の要因となっております。 

  翌年度に繰り越しいたします2,００６万

円は、繰越明許で御承認いただいておりま

す地域ぐるみの定住化促進事業費でござい

ます。歳出の款別構成比率は１9.８％とな

っております。 

  次に、款３・民生費は、決算額１６億8,

５０６万7,２２７円で、執行率９6.３％で

ございます。前年度に比べ3.９％の増とな

っており、この費目においては、国民健康

保険特別会計事業勘定繰出金事業、それか

ら障害者自立支援事業、子ども医療費助成

事業が増額の要因となっておりますが、臨

時福祉給付金給付事業、それから子育て世

帯臨時特例給付金給付事業の減がございま

す。翌年度に繰り越しいたします９２万8,

０００円は、社会保障税番号制度対応シス

テム改修事業で繰越明許費でございます。

歳出の款別構成比率は２5.８％となってお

ります。 

  次に衛生費、款４・衛生費は、決算額９

億2,７７１万２０５円で、執行率９８％で

ございます。前年度に比べ１4.９％の増と

なっております。この費目においては、国

民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金

事業、広域ごみ処理事業が主な増加要因と

なっております。翌年度に繰り越しいたし

ます１８２万２００円は、予算継続費繰越

で御承認いただいておりますごみ処理基本

計画策定事業でございます。歳出の款別構

成比率は１4.１％となっています。 

  次に、款６・農林水産業費は決算額7,６

８３万3,６３２円で、前年度に比べ4.４％

の増となっていますが、執行率は６0.８％

でございます。これは、翌年度に繰り越し

いたします繰越明許で御承認いただいてお

ります、農×観光戦略推進事業の4,８０５

万円によるものでございます。 

  次に、１０ページでございます。 

  款７・商工費は、決算額6,０４８万7,５

２８円で、前年度比２８1.７％の大幅増と

なっておりますが、執行率は７9.５％でご

ざいます。これは、翌年度に繰り越ししま

す繰越明許で御承認いただいております、

農×観光戦略推進事業の８００万円が主な

ものでございます。 

  款８・土木費は、決算額３億7,７６８万

３７４円で、執行率は９2.６％でございま

す。前年度に比べ1.７％の減となっており

ます。この要因は、都市計画費、下水道特

別会計繰出金事業の減が主なものでござい

ます。翌年度に繰り越しいたします1,０５

３万2,６００円は、繰越明許で御承認いた

だいております町道等維持補修事業、それ

から法定外公共物維持管理補助事業、成人

健康増進事業、準用河川等維持補修事業で

ございます。 

  款９・消防費でございますが、決算額４

億8,００５万9,８９１円で、前年度比３7.

９％の増加となっているところですが、執

行率は８6.４％と低い執行状況でございま

す。これは、この費目においては、本年度
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は消防車両及び消防分団車両の更新、それ

から消防広域化関係費の執行を行ったとこ

ろでありますが、予算継続費の消防庁舎新

築移転事業の不用額、これは7,２０９万4,

０００円、これによるものでございます。 

  款１０・教育費は、決算額８億8,１５７

万７０円、執行率８2.８％でございます。

これは前年度に比べまして0.１％の減とな

っております。翌年度に繰り越しいたしま

す１億5,０５３万1,３６０円は、繰越明許

で御承認いただいております小学校社会科

副読本改訂事業、それから子ども・子育て

支援システム改修事業、大きなものでは小

学校施設整備事業でございます。歳出の款

別構成比率は１3.５％となっております。 

  次に、款１１・公債費は、決算額５億6,

１１９万1,６９４円、執行率は１００％で

ございます。前年度に比べ１2.３％の減と

なっております。歳出の款別構成比率は8.

６％でございます。 

  款１３・災害復旧費は決算額5,３０３万7,

２１４円、執行率は５7.５％と低い状況で

ございます。これは、翌年度に繰り越しい

たします繰越明許で御承認いただいており

ます耕地災害復旧事業、公共土木施設災害

復旧事業によるものでございます。 

  以上が歳出の主なものでございます。 

  なお、地方自治法施行令第１６６条第２

項に規定します歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書、財産に関する調書

は、決算書の１３ページから２０５ページ

に記載しております。また、別冊の主要施

策成果報告書もあわせて御参照くださいま

すよう、お願い申し上げます。 

  以上、簡単でございますが決算概要の説

明とさせていただきます。よろしく御審議

の上御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１３「第２号認定 平成２７年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入

歳出決算の認定について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２号認定、平成２７年度豊

能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳

出決算の認定についての提案の説明を申し

上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２１１ページをお開き願います。 

  歳入合計３３億5,５２６万5,６２９円、

歳出合計３２億6,６８３万2,６０４円で、

差引残高8,８４３万3,０２５円を翌年度に

繰り越すものでございます。 

  ２１２、２１３ページをごらんください。 

  歳入より説明を申し上げます。 

  款１・国民健康保険税は、予算現額６億7,

３５６万4,０００円、調定額６億6,８６４

万6,５３２円に対し、収入済額６億８７５

万9,８９２円、不納欠損額１８５万5,９７

８円、収入未済額5,８０３万６６２円でご

ざいます。 

  次に、款２・使用料及び手数料でござい

ますが、予算現額２５万1,０００円に対し

調定額、収入済額とも１７万7,４００円で、

これは保険税徴収に係る督促手数料等でご

ざいます。 

  款３・国庫支出金は、予算現額４億5,３

９２万8,０００円に対し、調定額、収入済

額とも４億6,２４５万5,０１２円で、これ

は一般被保険者に係ります医療給付費等に

対する国庫負担金及び国庫補助金でござい

ます。 

  次の款４・療養給付費等交付金ですが、
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予算現額１億4,１９３万1,０００円に対し、

調定額、収入済額とも8,２８８万7,０００

円で、退職者医療給付費並びに退職被保険

者に係ります後期高齢者支援金相当額に対

する交付金でございます。 

  款５・前期高齢者交付金は、予算現額１

２億9,６９４万1,０００円に対し、調定額、

収入済額とも１２億9,６８７万1,６６８円

で、これは６５歳から７４歳の被保険者に

係る医療給付費のうち、全国平均を上回る

分を交付金として交付されたものでござい

ます。 

  款６・府支出金ですが、予算現額１億7,

２６９万9,０００円に対し、調定額、収入

済額とも２億2,２４６万2,２７６円で、こ

れは一般被保険者に係ります医療給付費等

に対する負担金と補助金でございます。 

  款７・共同事業交付金は、予算現額６億4,

０３４万3,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも５億４７１万1,９６５円で、

これは１件当たり一定額以上となる保険給

付に対し、大阪府内の保険者が共同で負担

し合うことにより、保険財政の安定化を相

互に図ることを目的とした交付金でござい

ましたが、国保の都道府県化を見据えて、

１円以上の全ての医療費が対象となったた

めに、府下全保険者におきまして激増とな

っております。 

  款８・繰入金ですが、予算現額１億6,２

９１万円に対し、調定額、収入済額とも１

億4,３４５万4,９１０円で、これは一般会

計からの繰入金でございます。 

  款９・繰越金は、予算現額1,０７２万3,

０００円に対し、調定額、収入済額とも2,

５６６万4,６６４円で、前年度からの繰越

金でございます。 

  款１０・諸収入は、予算現額４７万3,０

００円に対し、調定額、収入済額とも７８

２万８４２円であり、これは第三者行為損

害賠償金及び延滞金等の収入でございます。 

  款１１・財産収入は、予算現額1,０００

円でありますが、収入はございませんでし

た。 

  次に、歳出について説明を申し上げます。 

  ２１４ページ、２１５ページをごらんい

ただきます。 

  款１・総務費でございますが、予算現額3,

４５１万5,８４１円に対し、支出済額3,２

８９万7,０００円で、この経費は職員の人

件費と国民健康保険事務事業の管理運営費、

保険税の賦課徴収等の事務及び国保運営協

議会に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額２１億3,

１３８万3,３９４円に対し、収入済額２０

億2,１６４万4,７７３円で、療養諸費、高

額療養費等の給付費に要した経費でござい

ます。 

  款３・後期高齢者支援金等は、予算現額

３億5,３０５万１１１円に対しまして、支

出済額３億5,３０４万9,７４２円で、これ

は７５歳以上の方が加入する後期高齢者医

療保険制度の医療給付費のうち４割に相当

する額を、７５歳未満の世代が支援するた

めに各医療保険者に義務づけられた経費で

ございます。 

  款４・前期高齢者納付金等は、予算現額

２５万2,２７２円に対し、支出済額２５万1,

５４９円で、高齢者の医療の確保に関する

法律による納付金に要した経費でございま

す。 

  款５・老人保健拠出金は、予算現額１万3,

０００円に対しまして、支出済額１万1,３

２６円で、この経費は老人保健法による拠

出金に要した経費でございます。 

  款６・介護納付金でございますが、予算

現額１億2,２６７万4,０００円に対し、支

出済額１億2,２４１万７１円で、介護保険

法による納付金に要した経費でございます。 
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  款７・共同事業拠出金は、予算現額７億7,

８４８万8,０００円に対し、支出済額６億9,

７７９万6,６２４円であり、この経費は保

険財政共同安定化事業等に拠出した経費で

ございますが、歳入でも説明いたしました

ように、全ての医療費が対象となったため

に、府下全保険者において激増しておりま

す。 

  款８・保険事業費は、予算現額1,９２８

万9,０００円に対し、支出済額1,７９７万4,

０７５円でございます。特定健康診査及び

保健啓発等に要した経費でございます。 

  款９・基金積立金、款１０・公債費につ

きましては、執行額はございません。 

  款１１・諸支出金は、予算現額6,０１０

万円に対しまして、支出済額2,０８０万4,

４３７円で、これは国への償還金及び診療

所施設勘定に繰り出した経費でございます。 

  款１２・予備費につきましては、執行額

はございません。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき御認定くださいますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１４「第３号認定 平成２７年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３号認定、平成２７年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定歳入歳出決

算の認定について、提案の説明をいたしま

す。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２５７ページをお開き願います。 

  歳入合計7,３７３万7,７７３円、歳出合

計7,３７３万7,７７３円で、差引残高ゼロ

円でございます。 

  ２５８ページ、２５９ページをごらんく

ださい。 

  まず歳入でありますが、款１・診療収入

は予算現額7,０６６万9,０００円に対し、

調定額、収入済額とも3,４０２万1,７０７

円で、これは内科、歯科の診療収入でござ

います。 

  次の款２・使用料及び手数料は、予算現

額１６万円で、調定額、収入済額とも７万7,

６０４円になっております。これは診断書

等の手数料及び職員駐車場の使用料収入で

ございます。 

  款３・寄附金につきましては、収入はご

ざいません。 

  款４・繰越金は、予算現額1,０００円に

対し、調定額、収入済額とも１８０万4,９

８６円で、前年度からの繰越金でございま

す。 

  款５・繰入金は、予算現額3,７３６万円

に対し、調定額、収入済額とも3,７２９万8,

８９９円で、一般会計及び国民健康保険特

別会計事業勘定からの繰入金でございます。 

  款６・諸収入は、予算現額７０万1,００

０円に対し、調定額、収入済額とも５３万4,

５７７円でございます。これは薬の容器代

等の雑収入でございます。 

  次に、歳出について御説明を申し上げま

す。 

  款１・総務費でございますが、予算現額5,

８６５万3,０００円に対し、支出済額4,９

９１万3,５０８円であり、職員人件費及び

診療所の管理運営費に要した経費でござい

ます。 

  次の款２・医業費は、予算現額4,２６９

万2,０００円に対しまして、支出済額1,６

４２万8,６３５円で、これは薬剤費及び医
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療用の消耗器材等に要した経費でございま

す。 

  款３・公債費は、予算現額７４９万7,０

００円に対し、支出済額７３９万5,６３０

円で、診療所建設起債に対する元金と利子

の償還金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御認定いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１５「第４号認定 平成２７年度

豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第４号認定、平成２７年度豊能町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、提案の説明をいたします。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２８３ページをお開き願います。 

  歳入合計４億６８７万1,０７６円、歳出

合計３億9,４７１万3,４６８円、差引残高1,

２１５万7,６０８円を翌年度に繰り越すも

のでございます。 

  ２８４、２８５ページをごらんいただき

ます。 

  まず、歳入でございますが、款１・後期

高齢者医療保険料は、予算現額３億4,６２

４万6,０００円、調定額３億4,６８８万3,

８５９円に対し、収入済額が３億4,３６１

万5,３０４円、不納欠損額４８万7,１２９

円、収入未済額が２７８万1,４２６円でご

ざいます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額７

万6,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも２万4,７００円で、これは保険料

徴収に係ります督促手数料の収入でござい

ます。 

  款３・繰入金は、予算現額5,２１５万9,

０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも5,０９３万８４円で、一般会計からの

繰入金でございます。 

  款４・繰越金は、予算現額９６万円で、

調定額、収入済額とも1,２３０万８６３円

で、前年度からの繰越金でございます。 

  款５・諸収入は、予算現額4,０００円で、

調定額、収入済額とも１２５円であります。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  款１・総務費は、予算現額７１３万8,０

００円に対しまして、支出済額は７０３万5,

６５２円であり、これは賦課徴収事務に要

した経費でございます。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金は、

予算現額３億9,１２７万円に対し、支出済

額３億8,７０８万1,３８２円で、これは保

険基盤安定負担金及び保険料等収納額相当

額の負担金であります。 

  款３・諸支出金は、予算現額８０万円に

対し、支出済額５９万6,４３４円です。こ

れは保険料の還付金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき御認定くださいますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１６「第５号認定 平成２７年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第５号認定、平成２７年度豊
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能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決

算の認定について、提案の説明を申し上げ

ます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の３０１ページをお開き願います。 

  歳入合計１９億3,２８８万2,２２８円、

歳出合計１８億2,５０６万1,５０１円であ

り、差引残高１億７８２万７２７円を翌年

度に繰り越すものでございます。 

  ３０２ページをお開き願います。 

  まず歳入でありますが、款１・保険料は、

予算現額５億６３５万1,０００円、調定額

５億1,８３５万8,３５１円に対し、収入済

額５億1,３２０万7,７３４円、不納欠損額

１３２万1,７５６円、収入未済額３８２万8,

８６１円で、これは第１号被保険者による

介護保険料収入でございます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額７

５７万2,０００円、調定額、収入済額とも1,

１９８万３１５円で、これは新予防給付ケ

アマネジメント手数料及び介護保険料の督

促手数料収入でございます。 

  款３・国庫支出金は、予算現額３億6,９

５５万8,０００円に対し、調定額、収入済

額とも３億2,５２５万7,７７２円で、これ

は介護給付費及び介護予防事業費等に対す

る国庫負担金及び補助金並びに交付金でご

ざいます。 

  款４・支払基金交付金は、予算現額４億8,

９４６万円に対しまして、調定額、収入済

額とも４億5,８６６万4,６９１円で、これ

につきましても介護給付費及び介護予防事

業費等に対する交付金で、第２号被保険者

保険料による交付金であります。 

  款５・府支出金は、予算現額２億2,５７

１万8,０００円に対し、調定額、収入済額

とも２億4,６０７万8,０２１円で、これも

介護給付費及び介護予防事業費等に対する

府負担金並びに補助金でございます。 

  款６・財産収入は、予算現額1,０００円

でありますが、収入はございませんでした。 

  款７・繰入金は、予算現額２億9,７３５

万9,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも２億9,６４５万5,０００円で、一

般会計及び基金からの繰入金でございます。 

  款８・諸収入は、予算現額４１万4,００

０円に対し、調定額、収入済額とも４５万5,

９１８円で、預金利子及び地域支援事業利

用者負担金等でございます。 

  款９・繰越金は、予算現額5,４６９万6,

０００円に対し、調定額、収入済額とも8,

０７８万2,７７７円で、前年度からの繰越

金であります。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  ３０４、３０５ページをごらんください。 

  款１・総務費は、予算現額7,２３９万円

に対しまして、支出済額6,３７３万4,３６

１円です。この経費は、介護保険事務事業

の管理運営及び保険料の賦課徴収等の事務

に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額１７億3,

０３７万4,０００円に対し、支出済額１６

億2,０１２万9,６６７円で、介護サービス

費、介護予防サービス費、高額介護サービ

ス費、特定入所者介護サービス費及び審査

支払手数料等に要した経費でございます。 

  款３・財政安定化基金拠出金は、大阪府

に設置されております財政安定化基金に拠

出する経費でありますが、前年度に引き続

き平成２７年度におきましても支出金はご

ざいません。 

  款４・地域支援事業費は、予算現額6,４

３１万円に対しまして、支出済額5,８４１

万9,４９３円で、これは介護予防事業並び

に包括支援事業に要した経費でございます。 

  款５・基金積立金は、予算現額3,９８３
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万3,０００円に対し、支出済額3,９８３万2,

８７１円で、これは介護給付費準備基金へ

の積立金でございます。 

  款６・公債費につきましては執行してお

りません。 

  款７・諸支出金は、予算現額4,３６３万

円に対しまして、支出済額4,２９４万5,１

０８円で、これは介護保険料の還付金及び

国府支払基金等への償還に要した経費でご

ざいます。 

  款８・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき御認定くださいますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１７「第６号認定 平成２７年度

豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第６号認定、平成２７年度豊

能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定につきまして、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、別紙監査委員の意見を

つけて、議会の認定をお願いするものでご

ざいます。 

  それでは、決算書の３４７ページをお開

き願います。 

  平成２７年度下水道事業特別会計の決算

は、歳入合計４億2,８６５万4,４７０円、

歳出合計４億６９６万6,１１９円、差引残

高2,１６８万8,３５１円、これを翌年度に

繰り越すものでございます。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３６０ページをお開きください。 

（発言する者あり） 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  ３６０ページ。３６０ページをお開きく

ださい。歳出でございます。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目１・下水道総務費は、予算現額4,１８５

万3,０００円、支出済額4,１４７万3,３２

５円、執行率は９9.１％でございます。不

用額は３７万9,６７５円でございます。こ

れは、下水道の事務管理に要した経費でご

ざいます。主なものとしましては、償還金、

下水道債管理基金積立金、消費税に係る公

課費などでございます。 

  目２・下水道維持管理費は、予算現額１

億4,１２８万4,０００円、支出済額１億3,

０８９万9,９３１円、執行率は９2.７％で

ございます。不用額は1,０３８万4,０６９

円となります。これは、下水道の維持管理

に要した経費でございます。主なものとし

ましては職員の人件費、施設運転に要する

電気代、電話回線使用料、ポンプ用の人孔

清掃業務、ときわ台中継ポンプ場の電気保

安業務及び維持管理業務、マンホールポン

プの維持管理工事、流域下水道の維持管理

負担金、水道事業会計への負担金などでご

ざいます。なお、不用額は、負担金補助及

び交付金の減によるものでございます。 

  ３６２ページをお開きください。 

  下水道整備費は、予算現額4,５２４万6,

０００円、支出済額4,２５８万3,０３５円

で、執行率は９4.１％でございます。不用

額は２６６万2,９６５円でございます。こ

れは下水道の整備に要した経費でございま

す。主なものとしましては職員の人件費、

公共下水道事業計画変更業務、マンホール

ポンプ圧力センサー更新工事、公共舛設置

工事、管渠更正工事、暗渠補修工事、流域

下水道事業建設負担金などでございます。

なお、不用額は、委託料、工事請負費や負

担金、補助及び交付金の減によるものでご

ざいます。 
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  ３６４ページをお開き願います。 

  公債費は、予算現額１億9,２７８万6,０

００円、支出済額１億9,２００万9,８２８

円、不用額７７万6,１７２円でございます。

これは償還金の元金及び利子でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。３５２ページをお開き願います。 

  款１・分担金及び負担金の下水道分担金

はございませんでした。 

  款２・使用料及び手数料は、下水道使用

料で、予算現額２億6,０５４万9,０００円、

調定額２億7,９２８万3,００１円、収入済

額２億7,２８８万1,４８３円、不納欠損額

２万5,５７２円、収入未済額６３７万5,９

４６円でございます。これは下水道使用料

でございます。不納欠損処理につきまして

は５名分でございます。下水の排水戸数に

つきましては7,８２７件でございます。ま

た、平成２８年７月末の収入未済額は、１

５５万3,３２６円となっております。 

  下水道手数料は、予算現額１３万6,００

０円、調定額、収入済額とも７万2,０００

円でございます。これは指定工事店登録手

数料と責任技術者登録手数料、排水設備工

事調書代でございます。 

  款４・財産収入は、利子及び配当金で、

予算現額３０万1,０００円、調定額、収入

済額とも１７万4,５２０円でございます。

これは基金の利息でございます。 

  ３５４ページをお開きください。 

  款５・繰入金は、一般会計繰入金で、予

算現額9,７５８万円でございます。調定額、

収入済額とも8,２３７万2,２４１円でござ

います。これは一般会計の繰入金でござい

ます。 

  他会計繰入金で、予算現額４４６万9,０

００円でございます。調定額、収入済額と

も４５４万6,０９５円でございます。これ

は水道事業会計からの繰入金でございます。 

  下水道建設基金繰入金は、予算現額1,９

６１万7,０００円、調定額、収入済額とも1,

９２６万８００円でございます。これは下

水道建設基金からの繰入を行っております。 

  ３５６ページをお開きください。 

  款６・繰越金は、予算現額1,４６１万1,

０００円、調定額、収入済額とも2,６７８

万9,４２０円でございます。これは前年度

繰越金でございます。 

  款７・諸収入は、預金利子で、予算現額1,

０００円に対しまして収入はございません

でした。 

  雑入は、予算現額3,０００円、調定額、

収入済額とも５万7,９１１円でございます。

これは排水設備工事調書代や流域下水道事

業負担金の精算金によるものでございます。 

  款８・町債は下水道債で、予算現額2,４

４０万円、調定額、収入済額とも2,２５０

万円でございます。これは流域下水道債と

下水道事業債でございます。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

認定くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１８「第７号認定 平成２７年度

豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第７号認定、平成２７年度豊

能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決

算の認定につきまして、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別紙監査委員の

意見をつけて議会の認定をお願いするもの

でございます。 

  それでは、決算書の３７１ページをお開

き願います。 
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  平成２７年度豊能町生活排水処理事業特

別会計の決算は、歳入合計1,１３６万4,５

７８円、歳出合計1,１３６万4,５７８円で

ございます。差引残高はございませんでし

た。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３８０ページをお開きください。 

  下水道費の下水道維持管理費は、予算現

額６５６万9,４９２円、支出済額６２２万9,

８７４円で、執行率は９4.８％でございま

す。不用額は３３万9,６１８円でございま

す。これは下水道の維持管理に要した経費

でございます。主なものは手数料で汚泥処

理手数料、業務委託料で水質検査と浄化槽

保守点検清掃業務などでございます。 

  下水道整備費は、予算現額２万9,５０８

円で、執行はございませんでした。 

  公債費は、３８０ページから３８２ペー

ジでございます。元金利子の合計で、予算

現額５１３万6,０００円、支出済額５１３

万4,７０４円、不用額1,２９６円でござい

ます。これは生活排水処理事業に、整備に

要した起債の償還の経費でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。 

  ３７６ページをお開き願います。 

  款１・分担金及び負担金はございません

でした。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額１

８５万1,０００円、調定額１９２万7,２０

０円、収入済額１９０万5,０００円、収入

未済額２万2,２００円、これは生活排水処

理施設の使用料でございます。使用件数は

６５件、１８１人でございます。 

  款３・繰入金は、予算現額９９３万2,０

００円、調定額、収入済額とも９４５万9,

５７８円でございます。これは一般会計か

らの繰入金でございます。 

  款４・繰越金と、３７８ページの款５・

諸収入はございませんでした。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議賜り御認定いただきますよう、よろしく

お願いします。 

○副議長（高橋充德君） 

  日程第１９「第８号認定 平成２７年度

豊能町水道事業会計決算の認定について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第８号認定、平成２７年度豊

能町水道事業会計決算の認定につきまして、

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、別紙監査委員の意見をつけて議会の認

定をお願いするものでございます。 

  順次説明を申し上げますので、よろしく

お願いします。 

  まず１ページの平成２７年度豊能町水道

事業決算報告書を御説明申し上げます。 

  １の収益的収入及び支出の収入でござい

ます。 

  第１款・水道事業収益は、予算額６億5,

９２７万2,０００円に対し、決算額６億4,

７０１万６８８円でございます。内訳とし

まして、営業収益で４億4,００７万4,７５

７円、営業外収益で２億９５万5,０１８円、

特別利益は５９８万９１３円でございます。 

  続きまして、支出でございます。 

  第１款・水道事業費用は、予算額７億1,

３７８万8,０００円に対し、決算額６億7,

８７１万６４７円でございます。執行率は

９5.１％でございます。内訳としまして、

営業費用で６億2,０００万9,１６５円、営

業外費用で5,８４４万2,７１４円、特別損

失で２５万8,７６８円でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  なお、収益的収入及び支出の詳細につき
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ましては、３ページの損益計算書のところ

で御説明申し上げます。 

  続きまして、２ページをお開き願います。 

  資本的収入及び支出の収入でございます。 

  第１款・資本的収入は、予算額２億3,４

９３万9,０００円に対し、決算額１億6,１

０９万4,１９８円でございます。内訳とし

まして、他会計繰入金で4,７３３万9,１９

８円、企業債で１億９６０万円、国庫補助

金で４１５万5,０００円でございます。 

  次に支出で、第１款・資本的支出は、予

算額３億9,４３０万6,０００円に対し、決

算額３億2,０９４万7,３８３円でございま

す。執行率は８1.４％でございます。内訳

としまして、建設改良費で１億2,９９４万9,

１３１円、企業債償還金で１億9,０９９万8,

２５２円でございます。 

  以上の結果、資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額１億5,９８５万3,１

８５円は、過年度分損益勘定留保資金１億5,

３３７万4,４２５円、当年度消費税及び地

方消費税、資本的収支調整額６４７万8,７

６０円で補填したものでございます。 

  続きまして、３ページの平成２７年度豊

能町水道事業損益計算書を御説明申し上げ

ます。 

  なお、本ページ以降全ての財務諸表は消

費税抜きの金額となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  １の営業収益は、給水収益で４億７１１

万7,７９４円、その他営業収益で３８万7,

５５０円、計４億７５０万5,３４４円でご

ざいます。 

  ２の営業費用は、原水及び浄水費で１億4,

９８５万6,９５６円、配水及び給水費で１

億1,９９６万5,０９３円、総係費で3,７３

３万1,９２９円、減価償却費で２億9,４４

７万5,６３８円、資産減耗費で６５万5,４

３０円、計６億２２８万5,０４６円でござ

います。以上のことから、１億9,４７７万9,

７０２円の営業損失となっております。 

  ３の営業外収益は、受取利息で１２７万2,

８７３円、口径別納付金で２１０万1,００

０円、他会計負担金で2,３１２万8,２０６

円、他会計繰入金で2,５５５万4,５０８円、

長期前受金戻入で１億4,５９９万9,３９９

円、受託工事収益はございませんでした。

財産収益で７８万4,８６０円、雑収入で８

１万9,３３９円、計１億9,９６６万１８５

円の収益でございます。 

  ４の営業外費用は、受託工事費用はござ

いませんでした。支払利息で4,６８５万4,

２７７円、消費税で１２７万7,８００円、

雑支出で３９０万5,１３６円、計5,２０３

万7,２１３円でございます。 

  以上のことから、経常損失としまして4,

７１５万6,７３０円となりました。 

  ５の特別利益は、過年度損益修正益はご

ざいませんでした。その他特別利益で５９

８万９１３円でございます。 

  ６の特別損失は、過年度損益修正損で２

３万9,６００円でございます。 

  以上のことから、当年度純損失といたし

まして4,１４１万5,４１７円となり、平成

２６年度の繰越利益剰余金１億７２８万6,

５６０円から差し引きますと、平成２７年

度の未処分利益剰余金が6,５８７万1,１４

３円となります。 

  続きまして４ページでございます。 

  平成２７年度豊能町水道事業剰余金計算

書を御説明申し上げます。 

  資本金の自己資本金は、平成２６年度末

残高６億6,６７０万4,００５円であり、変

動額はございませんでしたので、同額が平

成２７年度の残高となります。 

  次に、剰余金の資本剰余金でございます。 

  工事負担金、受贈財産評価額、国庫補助

金、その他資本剰余金につきまして、平成
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２６年度末残高から変動がございませんで

したので、同額が平成２７年度末残高とな

ります。翌年度へ繰り越す資本剰余金合計

は１億5,２９１万4,２９８円となります。 

  次に、利益剰余金でございます。減災積

立金と利益積立金及び建設改良積立金は残

高がございません。 

  未処分利益剰余金は、平成２６年度末残

高１億７２８万6,５６０円で、平成２７年

度の変動額はマイナス4,１４１万5,４１７

円となり、平成２７年度末残高は6,５８７

万1,１４３円となります。したがいまして、

翌年度へ繰り越す資本合計は８億8,５４８

万9,４４６円であります。 

  次に、平成２７年度豊能町水道事業剰余

金処分計算書案でございます。 

  資本金、資本剰余金、未処分利益剰余金

につきましても、平成２６年度末残高から

処分額がございませんでしたので、同額が

平成２７年度末残高となります。 

  なお、５ページ以降の説明につきまして

は省略させていただきます。 

  以上でございます。どうか御審議賜りま

して御認定いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  この際、暫時休憩をいたします。 

  再開は１１時２５分とします。 

（午前１１時１２分 休憩） 

（午前１１時２５分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま、議長岩城重義議員から、議長

の辞職願が提出されています。 

  お諮りいたします。 

  議長辞職についてを日程に追加し、議題

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。よって、議長辞職

についてを日程に追加し、議題とすること

に決定しました。 

  追加日程第１「議長辞職について」を議

題といたします。 

  辞職願を事務局長より朗読させます。 

○議会事務局長（東浦 進君） 

  それでは、朗読いたします。 

  平成２８年８月２６日。 

  豊能町議会副議長高橋充德様。 

  豊能町議会議長岩城重義。 

  辞職願。 

  このたび、都合により議長を辞職したい

ので、許可されるよう願い出ます。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  お諮りいたします。 

  岩城重義議員の議長の辞職を許可するこ

とに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。よって、岩城重義

議員の議長の辞職を許可することに決定し

ました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、議長が欠員となりましたので、

この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙

を行いたいと思いますが、これに異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  異議なしと認めます。よって、議長の選

挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定

しました。 

  追加日程第２「議長の選挙」を行います。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は放

送をもってお知らせいたします。 

（午前１１時２７分 休憩） 

（午後 １時３０分 再開） 
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○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お知らせがございます。 

  田中町長におきましては、急遽、大きな

公務が入りまして、参加、今、できなくな

っておりますので御報告申し上げます。申

しわけありません。 

  これより、議長選挙に入りますが、豊能

町議会基本条例第２条第２項により、選挙

に当たっては所信表明の機会を設けるとい

うことになっております。 

  これより所信表明を行います。 

  あらかじめ２人の議員から申し出があり

ますので、順次これを許します。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  このたび、豊能町議会議長候補に名乗り

を上げました福岡でございます。 

  私は、昨年９月にも議長選挙に出て落選

しましたが、私の議会にかける思いという

のは非常に強いものがあります。なぜなら

ば、議会というのは町長、二元代表制の中

にあって、議会というのは本当に重要なも

のだと考えております。町長の補助機関で

はあってはいけないという思いも強くござ

います。そしてもっと、もっと議会の改革

をしようではないかという思いもございま

す。その中で私は、このような形の今の現

状、豊能町を見るときに、議長の責務は非

常に重要だと考えております。もうこれ以

上落ちないぐらいまで、今、豊能町の位置、

立ち位置は最低水準というか、立ち直れな

いというか、そのような状況にございます。

それを把握してやるというのは、並大抵で

はないと考えます。 

  私はこのダイオキシンの処理の問題につ

いて、３月末に処理したという施設組合の

一報を聞いて、おかしいなと思いました。

そしていろいろ調査も行いました。当初、

三池製錬も大牟田市も行ってまいりました。

そして何よりも、大阪府の環境局にもまい

りました。そうすると、次々に矛盾が出て

まいりまして、３月議会、６月議会という

のは、はっきり申しまして、これまでにな

い豊能町の議会の危機でございました。な

ぜならば、現町長はうその答弁をした。そ

れを許したのは議会だと。これはいかんと

いう感じを持っておりました。そういう中

で、今後の問題としてダイオキシンの問題

を捉えた場合にはという思いで、この１カ

月か２カ月間、努力してまいりました。い

わゆる国の補助金というのは、あのような

使い方をされてはいかがかというような形

で、首長にも、皆さんの関係各位の理事者

にも追及してまいりました。僕は、これは

今でも正しいと思っております。 

  そのような状況の中で、私もこの一、二

カ月間で、随分このダイオキシンの処理に

ついてはいかにして努力せないかんという

ことで、いろいろなところにもまいりまし

た。まず仮置き場という７月の１５日に神

戸で約束してきた形が３０日ぐらいにはじ

けましたが、その間も理事者というのは何

もしてないなという感じはしました。そう

いう状況の中で、処理に向かって私はいろ

いろな方々と協議し、努力してまいりまし

た。ある人は、処理の問題より先に仮置き

場やでと、仮置き場どないすんねんという

お話でございました。私は無力を感じまし

た。一議員が仮置き場についてどうするべ

きというような妙案もなければ力もありま

せんでした。しかしながら、昨日、余野で

ある一定の理解を見たという形は非常に喜

ばしいことだと思っております。それは、

この後ろにいる皆さんのおかげだと思って

おります。しかしながら、あと２カ月もす

ればまたこの問題は再燃します。このよう

な問題の中で、私の、もし、議長に選んで
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いただければ、最大限に、私たちが今まで

やってきた、人と会ってことについてのノ

ウハウも僕は生かしていけると思っており

ます。次の町長選挙が間近に控えておりま

すが、どなたがなろうと、やはり議会と首

長という両輪の輪で切り抜けていきたいと

考えております。私は名案もありますし、

培った皆様の人材もあると思います。ぜひ

とも、この２カ月後の本置き場といいます

か、最終処理に向かって、私にやらせてく

ださい。皆さんの御協力をお願いします。

ありがとうございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今回、議長に立候補いたしました西岡で

ございます。 

  急遽、岩城議長が退任するということで、

残りの１年間どうするかということであり

ます。長年のこのダイオキシンの問題は、

議会・行政が一体となって何とか解決しな

ければならないと、もう喫緊の課題になっ

ております。そこで私は、これまで豊能・

能勢という形がありましたけども、これは

前回の神戸市の局長が来た中で、これはも

う豊能だけの体制ではできないということ

で、今後はやっぱり豊能と能勢、議会、そ

れと施設組合、これが一体となって協力体

制をとらなければこの問題は解説しないで

あろうと思っております。特にその能勢と

豊能の温度差、これもありますので、これ

は議長として、能勢の議長とも協力体制を

とり、なかんずくその施設組合、これをき

ちっとチェックしながら、我々が協力体制

をしながら、どういうことができるのか。

やっぱり豊能議会、それから豊能町議会、

能勢町議会、施設組合、これは三位一体と

なって、それと豊能町の行政、これがやっ

ぱり全面的に一つになってやっていかなけ

ればならないということで、この残余の１

年間、このダイオキシン問題をきちっと解

決すべく、皆さん方特に豊能町の議員は非

常に意識が高いので、全面的に協力いただ

きましてこの問題を解決していきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  以上で所信表明を終わります。 

  これより議長の選挙を行います。 

  選挙の方法は投票によって行います。 

  議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○副議長（高橋充德君） 

  ただいまの出席議員は１３名であります。 

  次に立会人を指名いたします。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、

立会人に３番・永谷幸弘議員及び４番・橋

本謙司議員を指名いたします。 

  投票用紙を配ります。 

  念のために申し上げます。投票は単記無

記名です。 

（投票用紙配付） 

○副議長（高橋充德君） 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○副議長（高橋充德君） 

  異常なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  事務局長が氏名を呼び上げますので、順

番に投票願います。 

  事務局長、お願いします。 

（事務局長点呼・投票） 

○副議長（高橋充德君） 

  投票漏れはありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票いたします。 

  永谷幸弘議員、橋本謙司議員、開票の立

ち会いをお願いします。 

（開票） 

○副議長（高橋充德君） 

  選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数１３票 

  有効投票１２票 

  無効投票１票 

  有効投票のうち 

  福岡邦彬議員６票 

  西岡義克議員６票 

  以上であります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります

ので、得票数はいずれも超えております。 

  ２名の得票数は同数です。この場合、地

方自治法第１１８条第１項の規定は、公職

選挙法第９５条第２項の規定を準用して、

くじで当選人を決定することになっていま

す。 

  福岡邦彬議員及び西岡義克議員が議場に

おられますので、くじを引いていただきま

す。 

  くじは２回引きます。１回目は、くじを

引く順位を決めるためのものです。２回目

は、この順位によってくじを引き、当選人

を決定するためのものです。 

  くじは、棒で行います。 

  永谷幸弘議員及び橋本謙司議員は、くじ

の立ち会いをお願いします。 

  まず、くじを引く順位を決めるくじを行

います。 

  まず、福岡邦彬議員。 

（くじ引き） 

○副議長（高橋充德君） 

  西岡義克議員。 

（くじ引き） 

○副議長（高橋充德君） 

  くじを引く順位が決定いたしましたので、

報告をします。 

  まず初めに、福岡邦彬議員、次に西岡義

克議員。以上のとおりです。 

  ただいまの順位によって、当選人を決定

するくじを行います。当選人は、赤色のく

じを引いた者とします。 

  それでは、１番、福岡邦彬議員。どうぞ。

引いてください。 

（くじ引き） 

○副議長（高橋充德君） 

  もういいですね。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  赤が二つあるといかんので、どうします

かね。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  もう１本確認するために、西岡義克議員、

くじを引いてください。 

（くじ引き） 

○副議長（高橋充德君） 

  くじの結果を報告いたします。 

  くじの結果、福岡邦彬議員が当選人と決

定しました。 

（拍手） 

○副議長（高橋充德君） 

  議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○副議長（高橋充德君） 

  ただいま議長に当選された福岡邦彬議員

が議場におられます。本席から会議規則第

３３条第２項の規定によって当選の告知を

します。 

  議長から発言を求められておりますので、

これを許します。 
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  福岡邦彬議長。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ただいま、議長選挙で見事赤のくじを引

きまして議長に当選させていただきました

福岡でございます。 

  先ほども申しましたように、このダイオ

キシンの処理は待ったなしです。それに加

えて豊能町の現状を考えると、ただならぬ

大きな被害が、あるいはむしろ風評被害と

いうのが蔓延しております。これを取り戻

すには相当な時間と労力と、議会そして新

しく選出されるであろう町長の力量と情熱

が必要だと思います。私は、先ほども申し

ましたが、多くの皆様のパイプも生かして、

ぜひともこの仕事をこの１年間であるいは

やり遂げたいと考えております。ぜひとも

皆さん御協力をいただくようお願いいたし

ます。 

  やはり豊能町議会が本当にしっかりしな

ければ、僕は将来はないと思っています。

ぜひ皆さんとともに、この豊能町の再生に

向かって一生懸命頑張りたいと思いますの

で、御協力のほどお願いします。よろしく

お願いします。 

（拍手） 

○副議長（高橋充德君） 

  これをもって、副議長の職務は全部終了

いたしました。御協力ありがとうございま

した。 

（拍手） 

○副議長（高橋充德君） 

  福岡邦彬議長、議長席にお着きください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後１時５５分 休憩） 

（午後１時５５分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど事務局からお話のあったとおり、

各常任委員会あるいは特別委員会の人事が

ダブっている場合がありますので、この会

議終了後、休憩しまして、会議室で決めた

いと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、高橋副議長、どうも御苦労さ

んでした。 

  それでは、休憩いたします。すぐに会議

室でその話を決めたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  再開は放送をもってお知らせいたします。

そう長くないと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

（午後１時５６分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  議長就任に伴う委員の選任を日程に追加

したいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。よって、各委員会

委員の選任を日程に追加いたします。 

  お諮りいたします。 

  委員会の委員の選定については、委員会

条例第７条第４項の規定により、議会運営

委員会委員に川上議員、総務建設水道常任

委員会委員に岩城議員、福祉教育消防常任

委員会委員に福岡議員、交通特別委員会委

員に井川議員を指名したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  議会運営委員会の委員に川上議員、総務

建設水道常任委員会委員に岩城議員、福祉

教育消防常任委員会委員に福岡議員、交通
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特別委員会委員に井川議員を選任したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  議員を指名したいと思いますじゃなしに、

選任を決定いたしました。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に、お諮りいたします。 

  本定例会の会議録署名議員として、私が

指名されておりますが、地方自治法第１２

３条第２項の規定による会議録署名議員の

数が欠けることとなりますから、この際、

会議録署名議員の追加指名を日程に追加し

たいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。よって、会議録署

名議員の追加指名を日程に追加いたします。 

  地方自治法第１２３条第２項の規定に基

づき、新たに会議録署名議員として１３

番・西岡義克議員を指名いたします。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、８月２９日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  本日はどうもお疲れさまでございました。 

 

散会 午後２時３２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 ４号報告 平成２７年度豊能町一般会計予算継続費精算報告書報告の 

       件 

第 ５号報告 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の 

       結果に関する報告の件 

第 ２号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第２６号議案 豊能町旧吉川財産区基金条例制定の件 

第２７号議案 豊能町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予 

       防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

       定める条例改正の件 

第２８号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第２９号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第３０号議案 平成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第３１号議案 平成２８年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第 １号認定 平成２７年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成２７年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成２７年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

第 ７号認定 平成２７年度豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決 

       算の認定について 
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第 ８号認定 平成２７年度豊能町水道事業会計決算の認定について 

議長辞職について 

議長の選挙 

新議長就任に伴う委員の選任 

会議録署名議員の追加指名 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 副議長 

 

            新議長 

 

      署 名 議 員 １２番 

 

        同   １３番 

 

 


